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〓研修・講習会〓 

 

 

 

令和２年４月から施行された特定整備制度において、従来の分解整備の認証（特定整備分解）に

加え、電子制御装置整備の認証（特定整備電子）を取得する際、選任しようとする全ての整備主任

者が「１級自動車整備士（１級二輪は除く）」または「１級二輪、２級自動車整備士であって支局

が行う講習を修了した者」であることが必要となります。 

ついては、電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習を下記の予定で開催しますのでご案内

します。講習日に変更が生じた際には、会報誌等を通じてお知らせします。 

 

１．講習日及び申込期間 

講習日 申込期間 

１２月９日（火） １０月２０日（月）～ １１月７日（金） 

     

 

※申込期間中、申請書類を窓口に提出して申込をして下さい(FAX 等で申込はできません)。 

２．時間割 

 受付時間 講習時間 

実  習 ９：００～９：３０   ９：３０～１２：３０ 

学  科 １３：３０～１４：００ １４：００～１５：００ 

試  問 １４：４５～１５：００ １５：１０～１５：４０ 

合格発表 １６：００～ 

 

３．会  場 （一社）山梨県自動車整備振興会  研修センター 

４．担当講師  山梨運輸支局陸運技術専門官 

山梨県自動車整備振興会技術講習所専任講師 

５．定  員 実習 ２５名 学科及び試問 ５０名（先着順、定員になり次第締め切りとします。）  

 

 

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習について 



 15 

６．受 講 料   

 受講料 資料代 

学科 無料 
５００円 

実習 ２，５００円 

※資料は国土交通省ホームページからもダウンロードできます。 

      資料持参の場合は受講料のみとなります。 

 

７．講習内容   

実習 

【３.０時間】 

・先進安全技術の概要 

・先進安全技術の用いられるセンサー類等 

・電子制御装置整備に必要な重要事項 

・センサー類のエーミング作業 等 

 

学科 

【１.０時間】 

 

・自動車特定整備事業について 

・新たに特定整備の対象となる装置の保安基準設定状況 

・電子制御装置整備の適用を受ける自動車の確認方法 

・自動車特定整備記録簿の取扱いについて 等 

【０.５時間】 ・試問 

 

 

８．申請書類 （１）受講申請書 １枚 

（２）受講票   １枚 

【申請書、受講票は振興会・指導教育部窓口に用意します。振興会ホーム  

ページ（http://www.ams.or.jp）の会員ページからもダウンロードできま

す。】 

       （３）写真２枚（縦４ｃｍ、横３ｃｍ） 

       （４）自動車整備士合格証書の写しまたは自動車整備士手帳 

（５）実習受講済みの方は、実習受講証 

（６）実習を受講する方は、実習申込書 

（７）学科受講済みの方は、自動車整備士手帳 

（学科（検査員研修等）を受講済みであることを証明するため） 

 

９．持ち物  （１）筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル） 

（２）消しゴム 

（３）マーカーペン 

（４）資料をお持ちの方は『令和２年度又は令和３年度自動車検査員研修資料』又

は『令和２年度版最近改正された法令・通達集（整備事業編）』又は『電子

制御装置整備の整備主任者等資格取得講習テキスト（国土交通省自動車局整

備課作成）』 
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第１４５期技術講習所修了式を９月１１日（木）に当会大講堂において行ない、２級ガソリン１

０名、３級ガソリン２１名が修了されました。 

関東運輸局山梨運輸支局長茂木様、首席陸運技術専門官市川様を来賓に迎え、村松教育委員長よ

り、２級課程の雨宮蓮さん、３級課程の雨宮圭汰さんが代表して修了証書を受け取りました。 

また、講習生を代表し２級課程の坂本平さんから答辞があり、講師へのお礼、登録試験に向けて

修了生全員が合格するよう努力するとの意気込みを述べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標記研修を次のとおり実施します。 

該当事業場には事前に通知しますので、必ず受講されますようお願いします。 

 

 研修対象者は、 各事業場で選任されている整備主任者（１事業場１名以上） 

 

１．研修会場  （一社）山梨県自動車整備振興会 研修センター及び実習場 

 

２．担当講師  各ディーラー技術担当者 

 

３．研修内容  学科：新機構・新装置  

実習：電動車の構造・機能及び点検整備 

オートエアコンの構造・機能及び故障診断等 

４．受 講 料  ７，０００円（テキスト代含む） 

      【使用テキスト】 

      ・令和７年度版 自動車整備新技術（学科研修用） 

      ・令和７年度版 自動車整備新技術（実習研修用） 

 

５．研修時間  受付 ９：００ ～ ９：３０ 

研修 ９：３０ ～ １７：００ 

 

 

整備主任者（技術）研修のご案内について 

第１４５期技術講習所修了式の報告について 
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新機構・新装置

（認証番号8-88～8-955）

（認証番号8-12～8-1112）

（認証番号8-961～8-1514）

東八②
（認証番号8-1120～8-1515）

日下部

韮崎

ダイハツ ダイハツ いすゞ

東八①

43

スバル42

三菱ふそう

都留

その他

14 2月12日 木

1月29日 木12

13 2月5日 木 42 トヨタ トヨタ

日野

二輪 　

スバル

56

11

UDトラックス

1月15日 二　輪

甲府北
ホンダ ホンダ

木 17 二輪

トヨタ

日産 日産 三菱ふそう

9 12月11日 木 甲府西 52 トヨタ いすゞ

大月

8 12月4日 木

甲府南 47

10 12月18日 木

日野
南巨摩北

7 11月27日 木
甲府東

64 ホンダ ホンダ UDトラックス

トヨタ いすゞ
南巨摩南

6 11月20日 木
塩山

36 マツダ マツダ

11月13日 木
南アルプス南

42

南アルプス北

トヨタ

UDトラックス

市川

4 11月6日 木 23 日産 日産 三菱ふそう

5

トヨタ 日野
上野原

3 10月23日 木
峡北

49 三菱 三菱

2 10月16日 木
岳麓②

44 トヨタ

学科(大型）

1 10月9日 木 41 スズキ スズキ いすゞ

回数

岳麓①

月　　日 曜日 該当支部
受講

予定者数 学科（小型）

（大型）　【電子制御式トランスミッションの構造・機能及び点検整備】

（二輪）　【動力伝達装置及びブレーキ装置の構造・機能と点検整備】

実習（小型）

令和７年度整備主任者技術研修日程

1.研修項目　

　学科

　実習

（小型）　【オートエアコンの構造・機能及び故障診断】

　　　　 　【電動車（FCVは除く）の構造・機能及び点検整備】
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標記研修が下記により実施されます。研修会の通知は、郵送にて各事業場へ発送しますので、

必ず受講されますようお願いします。 

 

研修対象者は、 各事業場で選任されている全ての整備主任者が対象 

 

・但し、自動車検査員と整備主任者を兼務している者及び自動車検査員の資格を有する整備

主任者であって、令和７年度自動車検査員研修を受講した者は、本研修を受講した者とし

て取り扱う。 

・現に整備主任者として選任されていない者で、自動車検査員教習を受講予定の者。 

 

１．研修会場  （一社）山梨県自動車整備振興会 大講堂  

 

２．研修費用  ４，０００円（資料代込み） 

研修資料については原則１事業場１セット以上の購入となります。 

なお、複数整備主任者を選任している事業場が受講する場合は、研修資料を交代

で活用することも可能とします。ただし、同時間に複数での受講の場合は各自１

セットになりますのでご注意下さい。別時間に個々に分かれて受講される場合、

資料の持参で研修費は２，０７０円となります。 

研修資料は、国土交通省及び関東運輸局のホームページから印刷したものを持参 

して利用することもできます。 

ホームページからダウンロード、印刷し持参する場合 

① 全国共通教材（国土交通省） 

「令和７年度版最近改正された法令・通達集（整備事業編）」 

② 地域教材（関東運輸局自動車技術安全部） 

「令和７年度版整備主任者業務の手引き」 

   ※関東運輸局ホームページに掲載 

【https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/seibishuninsha/index.html】 

注意 ： 研修資料は①、②両方必要です。     

【使用テキスト】・令和７年度版 最近改正された法令・通達集   

・令和７年度版 整備主任者業務の手引き 

    

３．研修証明   研修修了の証明を行いますので、自動車整備技能者手帳を提出して下さい。 

 

 

 

 

 

整備主任者（法令）研修のご案内について 
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標記講習会は、９月２４日（水）振興会研修センターにて実習講習を１０名の受講者で実施しま

した。 

また、山梨運輸支局により学科講習・試問が実施され、１８名が標記講習を修了しました。       

 

 

 

 

 

 

 

 

月　日 研修時間 該 当 支 部

午前の部 甲府北　　南アルプス南

午後の部 南アルプス北　　大月　　上野原

午前の部 甲府東

午後の部 甲府南

午前の部 東八➀（認証番号8-12～8-1112）　　その他

午後の部 東八②（認証番号8-1120～8-1515）　　南巨摩北

午前の部 韮崎　　南巨摩南

午後の部 塩山　　都留

午前の部 岳麓①（認証番号8-70～8-875）

午後の部 岳麓②（認証番号8-878～8-1514）　　峡北

午前の部 甲府西

午後の部 市川　　日下部

　　研修会場： （一社）山梨県自動車整備振興会 大講堂

研修時間： 【午前の部】 受付　 ９：００～　９：３０
　　　　　　　　研修　 ９：３０～１２：１０

【午後の部】 受付 １３：００～１３：３０
　　　　　　　  研修 １３：３０～１６：１０

　11月11日（火）

令和７年度整備主任者（法令）研修日程表

　10月27日（月）

　10月28日（火）

　10月30日（木）

　10月31日（金）

　11月10日（月）

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習が開催されました 



 20 

 

 

 

 

自動車検査員資格を取得するための教習が、下記により実施されますのでお知らせします。 

 

１．受付期間  令和７年１１月２５日（火）～１２月８日（月） 

 

２．教習日程  事前説明会 令和８年１月８日（木） １５：００～  

        教習 令和８年１月１９日（月）、２０日（火）、２１日（水）、２２日（木） 

 

３．教習時間  ９：００～１７：００まで 
 

４．試 問 日  令和８年２月３日（火） 

 

５．教習受講資格  

「指定自動車整備事業業務取扱要領」第１７条に定める者（教習開始日の前日に 

おいて、整備主任者（二級自動車シャシ整備士の技術検定のみに合格した者を除

く。）として１年以上（一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあっては、

６カ月以上）の実務経験を有する者）であって、次の各号の一に該当する者。 

（１）指定自動車整備事業の指定を受けている事業場に従事している者 

（２）指定自動車整備事業の指定を受けようとしている事業場に従事している者 

（３）上記（１）及び（２）に勤務を予定している者 

なお、直近の整備主任者法令研修を受講していること 

（４）自動車検査員再教習受講通知を受けた者 

 

６．教習会場  （一社）山梨県自動車整備振興会 研修センター 

 

７．申請書類  （１）申請書２枚（申請書は振興会・指導教育部窓口に用意します。） 

（２）写真 ２枚（４cm×３cm）申請書に貼付 

（３）はがき３枚（申請書の氏名・郵便番号・住所を記入） 

（４）自動車整備技能者手帳（法令研修の受講を確認します） 

（５）一級又は二級自動車整備士の合格証書番号が確認できる書類 

 

８．資料代    ２６,０００円 

※ 資料代は関係法令の改正等により追加・変更する場合があります。 

          ※令和６年度第２回、令和７年度第１回の教習を受講された方で、今回試問

のみを受験される方も必ず申請して下さい。 

          ※ 詳細については、別途お知らせします 

 

 

 

 

 

令和７年度第２回自動車検査員教習について 
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上記教習にあたり、合格に向けた特別講習会を開催します。 

試問合格率アップを目的とした勉強会ですので、自動車検査員教習の申請者には、受講を 

お勧めします。 

 

１．受付期間   令和７年１１月２５日（火）～１２月８日（月） 

２．講習日程   令和８年１月２８日（水）、３０日（金）、２月２日（月） 

３．講習時間   ９：００～１７：００ 

４．講習場所  （一社）山梨県自動車整備振興会 研修センター 

５．申請書類   自動車検査員特別講習受講申込書１部 

（検査員教習受講申請時に受講料を添えて併せてお申し込み下さい。） 

６．受 講 料   １０,０００円 

 

 

 

 

 

 

平成２３年９月以降、車積載車による道路上の事故車及び故障車の排除業務について、事業者

が有償運送許可を得るために必要な研修会を受講し、管轄する運輸支局に申請することにより、

地域、期間を限定した上で有償にて行うことが可能となります。 

これに伴い、下記のとおり研修会を開催しますので、受講及び許可申請を希望される事業者の

方は、下記申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み下さい。 

なお、定員を１００名とし、定員に達し次第締め切りとなりますのでご理解の程お願いします。 

 

１．開催日時  １２月８日（月）   受付時間：１２：３０～１３：００  

研修時間：１３：００～１８：００ 

２．開催場所  （一社）山梨県自動車整備振興会 大講堂 

３．受講対象者 自家用の車積載車を保有し、有償運送許可を受けようとする事業者の責任者１        

名 

        ※ 複数店舗ある事業者において責任者１名の受講で複数台の申請が可能です

が、必ず社内研修を行って下さい。 

４．費用    研 修 費  ５，１００円（税込） 

テキスト代     ５００円（税込） 

５．持参品      ①研修費 

②車積載車の自動車検査証コピ－ 

            使用者（所有者）の住所が許可を受けようとする事業者と同一であること。 

車検証が旧住所（市町村合併も含む）や旧社名の場合は、記載変更を行って下

さい。 

県外ナンバ－は申請できません。 

 

自動車検査員教習特別講習会について 

車積載車により事故車等の排除業務に係る 

有償運送許可取得のための研修会について 
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③車積載車の任意保険証コピ－ 

               損害賠償責任保険契約または損害賠償責任共済保険を締結していること。 

                  任意保険 対人保険 １名当たりの補償額 無制限 

④印鑑（法人の場合は代表者印、個人の場合は認印、シャチハタは不可） 

⑤筆記用具 

６．受講申込方法    下記の有償運送許可取得のための研修会申込書に必要事項を記載の上、 

１１月１４日（金）までにＦＡＸにてお申し込み下さい。 

 

＊ 許可証の有効期間が３年間となっておりますので、お持ちの許可証の有効期間をご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

１２月８日（月）   受付時間：１２：３０～１３：００  

研修時間：１３：００～１８：００ 

 

支 部 名      支部 認証番号 ８ －  

事業者名  

代表者名  

受講者名  

       受講者が変更になる場合は、事前にご連絡を下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

（一社）山梨県自動車整備振興会にて外国人自動車整備技能実習評価試験が行われ、その結果は下記

のとおりです。 

 

 

実施日 

初級学科試験 初級実技試験 

受験者数 合格者数 合格率（％） 受験者数 合格者数 合格率（％） 

 

９月１０日（水） 

 

３ 

 

３ 

 

１００ 

 

３ 

 

３ 

 

１００ 

 

 

外国人自動車整備技能実習評価試験の報告について 

車積載車により事故車等の排除業務に係る 

有償運送許可取得のための研修会申込書 



 23 

 

 

 

指定自動車整備事業者は、国土交通省 関東運輸局長から指定を受けて国の検査の一部を代行す

るという極めて重大な責任を有するものであることから、その社会的責務を自覚し、関係法令の遵

守を徹底する必要があります。 

法令等への違反行為を行なった場合には、罰則が科せられます。法令に反する行為を繰り返し行

なうと、事業の停止や取消しを受けるだけではなく、これまでに築き上げたお客様からの信頼も失

うこととなり、会社経営の危機に陥りかねません。 

不正行為は、自動車整備業界全体の社会的信用の失墜にとどまらず、指定自動車整備事業制度の

根幹をゆるがすものであり、自動車整備業界として誠に憂慮すべきものです。 

このような中、山梨県自動車整備振興会 指定整備事業協議会では、関東運輸局 山梨運輸支局整

備課のご協力のもと、指定自動車整備事業の適正な運営と自動車整備業界の健全な発展に寄与する

ために、下記のとおり研修会を開催します。 

指定整備事業の適正な運営と最近の行政処分等の基準について再確認するために、全指定工場

の事業場管理責任者の方には必ず受講するようお願いします。 

なお、研修会の通知は、後日郵送にて各事業場へ発送します。 

◇開 催 日    １２月１９日（金） 

◇時 間 割     【午前の部】受付   ９：００～ ９：３０ 研修  ９：３０～１１：００ 

【午後の部】受付 １３：００～１３：３０ 研修 １３：３０～１５：００ 

◇場   所    （一社）山梨県自動車整備振興会 新館２階 大講堂 

◇講   師      関東運輸局 山梨運輸支局 奥平 遼 陸運技術専門官 

◇内  容    【指定整備事業 適正運営マニュアル(法令遵守の徹底のために)】【講義形式】 

         ・指定自動車整備事業とは(指定自動車整備事業者の社会的責務) 

      ・指定自動車整備事業の運営体制(事業場管理責任者の責務) 

      ・指定自動車整備(車検)業務の流れと主な注意事項 

      ・不正を防止するために(行政処分の影響) 

      ・行政処分等の基準(違反点数の取扱い・指定事業者の行政処分等) 

・指定自動車整備事業｢点検表｣のポイント 

◇対 象 者     

 各事業場の事業場管理責任者 １名 が対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇研修費用    無 料 

       説明資料(指定整備事業 適正運営マニュアル)及び指定整備事業適正化グッズ 

につきましては、当日受付にてお渡しします。 

受付にて研修受講票を記入して、ご提出下さい。 

指定整備事業協議会 研修会開催のご案内について 

受付・研修時間

午前の部　受付９：００～・研修９：３０～

午後の部　受付１３：００～・研修１３：３０～

該当事業場 指定番号

（事業場　指定番号　第８－   １号～第８－３０６号）(１２０事業場)

 (事業場　指定番号　第８－３０７号～第８－４９１号)(１２１事業場)
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第２５回山梨県自動車整備技能競技大会要綱  

１．目的 

 自動車整備業界で活躍している自動車整備士のより一層の技能向上を図ると共に整備士相互の

交流を深め、併せて整備事業の社会における重要性と業界の教育訓練・技能練磨を図り、以って業

界の健全な発展と自動車の安全確保並びに環境保全に寄与し、あわせて自動車整備業界の人材

確保・育成を図ることを目的とする。 

２．主催   

一般社団法人 山梨県自動車整備振興会 

３．開催日時 

令和８年８月２９日（土）   競技開始 ９：３０～  

４．開催場所 

     アイメッセ山梨 （甲府市大津町 2192-8） 

５．参加資格 

   ・ 県下の自動車特定整備事業場(専業)に所属し、自動車整備士資格を有する者（車体・ 

タイヤ・電装特殊整備士を除く）で、過去の県大会出場者（上位入賞者）も参加可能と 

する。但し、全国大会上位入賞者（１～３位）は除く。  

・ 専門校等の特別参加は認めることができる。（順位には含めず） 

・ 自動車メーカー系のメーン・ディーラー及びサブ・ディーラーに所属する者は除く。 

・ 優勝チームは山梨県代表として全国大会へ出場する。 

６．参加要件 

    ・ 県下 18 支部を、別表のとおり 9 支部ごとにブロック編成し、開催される大会に交互に参加するこ

ととし、各１チーム２名による団体競技とする。 

なお、令和８年度は B ブロックの全支部参加とする。 

・A ブロックの実行委員は実行委員会等大会開催への協力は行わなければならない。 

７．競技方法 

      ・ 競技時間は６０分間とする。（測定競技も競技時間に含む） 

 ・ 競技形態は、実車競技（１５０点満点）、測定競技（５０点満点）の２形態で合計２００点 

満点とする。 

・ 競技に使用する車両はレンタカーとする。 

８．緊急時の対応 

      ・競技などで緊急事項などが発生した場合、速やかに正副実行委員長並びに正副競技委 

員長による会議を開催し対応策を検討する。 

       ・災害等による場合については、大会本部の避難指示により行動する。 

９．表彰 

      (一社)山梨県自動車整備振興会会長表彰（優勝、準優勝、第３位） 

関東運輸局山梨運輸支局局長表彰（優勝） 

山梨県知事表彰（優勝） 

 (一社)日本自動車整備振興会連合会会長表彰（優勝） 

敢闘賞  出場選手に対する賞（４位～） 

感謝状  選手出場工場への贈呈 

特別賞  特別参加の選手に対する賞 

第２５回山梨県自動車整備技能競技大会について 
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10．後援 

        関東運輸局山梨運輸支局 

      山梨県 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 

山梨日日新聞社 

山梨放送 

テレビ山梨 

エフエム富士 

日刊自動車新聞社 

 別 表      

  支   部   名 

A ブロック 
甲府東 甲府南 峡北 南ｱﾙﾌﾟｽ南 市川 

南巨摩北 日下部 岳麓 都留   

B ブロック 
甲府西 甲府北 韮崎 南ｱﾙﾌﾟｽ北 南巨摩南 

東八 塩山 大月 上野原   

 

〓業界情報〓 

 

 

 

標記の「整備需要等の動向調査」の結果がまとまりましたので概要をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５９回「整備需要等の動向調査」結果の概要について 


